
 

令和７年度 

「ふれあい地域懇談会」報告書 

 

＜ 鎌倉地域（西地区）＞ 

 

日      時 令和７年（2025年）７月22日（火） 午後２時～午後４時 

場      所 鎌倉市福祉センター 第一・第二会議室 

出  席  者 自治会・町内会代表   21名 

鎌倉市     ７名 

内      容  

第 １ 部 市長からの報告 

（１）市役所移転のＱ＆Ａ 

（２）今後のごみ処理方針について 

（３）教育大綱について 

（４）東アジア文化都市事業について 

（５）その他 

第 ２ 部 地域からの議題に関する懇談 

（１）鎌倉消防署の移転について 

（２）民泊・ゲストハウスの対応について 

（３）「江ノ電鎌倉駅西口改札における沿線住民等優先入場の 

  社会実験の実施について」の成果と今後の予定について 

  



出席者名簿  （敬称略） 

 

【自治会・町内会等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 佐助自治会 伊藤 佳夫  

2 佐助自治会 塚原 盛  

3 蔵屋敷自治会 石川 隆 会長 

4 由比ガ浜自治会 倉川 良樹 会長 

5 由比ガ浜自治会 和田 哲典  

6 塔之辻自治会 加藤 孝彦 会長 

7 塔之辻自治会 小堀 諭 副会長 

8 若宮町内会 藤島 節子 会長 

9 長谷自治会 太田 正和 会長 

10 長谷新宿町内会 片野 玄斉 会長 

11 長谷上町町内会 杉山 徹 会長 

12 長谷東町町内会 横塚 尚志 会長 

13 長谷大谷戸町内会 河合 泰男 会長 

14 長谷仲町町内会 三橋 聡 会長 

15 極楽寺自栄会 高橋 純信 会長 

16 極楽寺西ケ谷町内会 海老原 譲治 会長 

17 極楽寺霊仙会 今井 博司 会長 

18 稲村ガ崎自治会 風間 浩美 副会長 

19 北稲村ガ崎自治会 鹿嶋 徹 副会長 

20 由比ガ浜西自治会 兵藤 沙羅 会長 

21 由比ガ浜中央自治会 向井 藤子 会長 

 

【鎌倉市】 

 役              職 氏    名 備    考 

1 鎌倉市長 松尾 崇  

2 共生共創部長 能條 裕子  

3 総務部長 藤林 聖治  

4 市民防災部長 林 浩一  

5 環境部長 加藤 隆志  

6 まちづくり計画部長 服部 基己  

7 消防長 高橋 浩一  
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第１部 市長からの報告 

   

 

令和７年度 ふれあい地域懇談会

鎌倉市長 松尾 崇

第１部 市長からの報告

1

１.市役所移転のQ＆A

鎌倉市
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鎌倉市役所移転に関する条例（賛成 16 反対 10 で2/3に足らず否決）

の否決以降、情報発信不足などの指摘に対応

⇒動画作成など、様々な方法で周知に取り組む

⇒説明会など（約60回・延べ約1,600名）や「てのりかまくら」

(2,194枚)の配布など、合計約90回・延べ約9,500人

動画でわかる
本庁舎等整備事業

令和６年２月 「基本設計」関連予算が可決

「新しい市役所」のイメージを具体化し、

理解度や納得感を高める必要性

令
和
４
年
12
月

～

令
和
７
年
度
令和６年12月 「基本設計」契約議案が可決、業務開始

令和８年２月 「基本設計」業務完了予定

3

（みなさまの疑問にお答えします）
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Q１：耐震補強をしたのに、なぜ移転が必要なの？

A：現在の本庁舎は、「災害対策本部等を担う施設」の耐震性能
の基準を満たしていません。

現在の本庁舎は、耐震改修により最低限の耐震性能の基準（Is値0.6）は満たしてい
ますが、発災後も建物を継続して使用できるというものではありません。本庁舎は「
災害対策本部等を担う施設」であり、さらに高い耐震性能（Is値であれば現在の1.5
倍の0.9）が必要です。これには、耐震ブレース（写真）を現在の倍以上に増やす必要
があり、現実的ではありません。また、現在の本庁舎は、地下に受変電設備及び庁内
への配電設備があり、地下が浸水すると送電ができなくなりますが、電気室を上階に
移設するスペースはなく、また、それを支える建物強度もありません。

5

Q２：なぜ建替えではなく、移転するの？

A：現在の敷地には、高さ規制や埋蔵文化財包蔵地などの制約
があり、庁舎に必要な面積を確保できません。

鎌倉市の規模で本庁舎として必要な面積を国の基準や他自治体の規模を参考に算
定すると、約25,000～30,000㎡となりますが、現在の本庁舎が建つ敷地は風致
地区の規制があり（高さは10ｍ以下（２階建程度）、建ぺい率40％以下）、地下を設置
するなどしても、最大で約14,100㎡しか確保できません。不足する床面積を敷地外
で確保することとなれば、費用面、市民サービス、業務効率などの面で非効率です。

6
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Q３：本庁舎移転後、現在地はどうなるの？

A：行政手続の窓口を残すとともに、周辺の公共施設を複合化し
市民の拠点にします。

本庁舎移転後も現在地では、現在の本庁舎１階で対応している主な手続や相談がで
きるよう行政サービス機能を維持します。さらに周辺の老朽化が進む中央図書館・鎌
倉生涯学習センター、NPOセンター等を複合化し、鎌倉の拠点に相応しい場所とな
るよう「鎌倉庁舎」として整備します。また、防災面で津波避難の機能を持たせるほか、
「現地災害対策本部」としても使用できるよう整備します。

7

新庁舎の外観イメージ（提案時のものであり、そのまま新庁舎の設計になるわけではありません。）

みなさんとともに、50年後、100年後を見据え、新しい庁舎を
考えていきます。

8
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2.今後のごみ処理方針について

鎌倉市

9

ごみの発生量と焼却量の推移
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※年間のごみ・資源物の総排出量は約6万トン

2029年までに焼却量1/3を目指す

★大学や企業との共同研究
★新技術導入による資源化

従来の
“ごみ処理”から

“資源”の循環へ

11

戸別収集について

鎌倉市

12
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戸別収集の実施目的

クリーンステーション収集に伴う様々な負担の軽減

ごみの減量

不法投棄、動物被害、設置場所調整・当番制等
クリーンステーションの維持管理にあたって生じる負担

高齢者や子育て世帯、多様なライフスタイルのもとで
生活する市民のごみ出しに対する負担

ごみ出しの責任が明確化され、分別に対する意識が高まり、燃やすごみに混入
する資源物の割合が減少することで、ごみの減量につながる

13

令和８年（2026年）４月から

市内全地域で

「燃やすごみ」の戸別収集が始まります。

（その他の品目はクリーンステーション収集を継続）

先行地区は令和７年４月から実施中

14
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戸別収集の実施スケジュール

令和7年（2025年） 令和8年（2026年）

1月～
3月

4月～
6月

7月～
9月

10月～
12月

1月～
3月

4月
～6月

7月～
9月

10月～
12月

先行地区
（燃やすごみ）

全市
（燃やすごみ）

収
集
事
前

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

実施中
（令和7年4月～）

アンケート実施

実施
（令和8年4月～）

広報・PR活動

自治会・町内会での説明会

収集事前
シミュレー
ション

15

戸建て住宅の排出場所確認

戸建て住宅にお住いの方は、
市の職員が各戸に訪問のうえ、
排出場所を確認しています。

ご不在の場合は
右のチラシ を
ポスティングをいたしますので
排出場所が決まりましたらご連
絡ください。

16
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クリーンステーションの継続利用

一定の要件を満たしている場合には、これまで利用していたクリーンステーション
を継続して利用することができます。

クリーンステーションのご利用者様全員で
よく話し合ってお決めください。

① 戸別収集導入以前から利用しているクリーンステーションであること
② クリーンステーション単位でご利用者様全員が継続利用に同意されていること
③ 道路安全に影響を及ぼさないこと

【申請期日】

令和７年11月28日（金）まで
※申請期日を過ぎた場合も受付けますが、戸別収集開始に間に合わない場合があり
ます。

【条件】

・申請は、クリーンステーション単位とします。

・町内会に加入していない方もいるため、町内会単位での申請は不可とします。

【備考】

17

3.教育大綱について

鎌倉市

18
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• 令和７年４月から５年間の鎌倉市教育の大きな方向性を指し示したもの

〇 教育大綱とは

行動指針
（コンセプト）

目指す姿
（ビジョン）

19

〇学習者中心の学びの実現に向けて

鎌倉市が実施する
教育施策（例）〇1

〇2 〇4
〇3

学習者中心の授業づくり

• 地域や企業/団体と連携した

探究的な学びを進めるととも

に、普段から「学習者中心」

の授業づくりに努めます

教育DXの実現

• 一人一台端末として、iPad第11世代

を持ち帰り可能な形で整備します

• クラウドやAIの活用により、学校に

おける業務の効率化を図ります

多様な学びの場充実

• こどもが安心して学べるよう、校内フ

リースペースを全校に整備します

• 今年４月から「由比ガ浜中学校」を

新設し、不登校のこどもたちのための

学びの場を充実します

学校運営体制の充実

• 通常県から配置される教員に加えて、

市が独自で教員を採用。各学校での学

習者中心の学びの実現を後押しします

学校施設環境の改善

• 老朽化した学校の大規模改修

に着手するとともに、トイレ

改修や体育館冷房設置に取り

組みます

• 協働活動や発表など、探究的

な学びに取り組みやすい学習

空間を整備します

〇5

IoTトングで街中のゴ
ミの種類を見える化

映画監督の指導のもと、
本格的映像制作を体験

20
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4.東アジア文化都市事業
について

21

事業期間：令和7年1月～12月
22
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中国 韓国

マカオ特別行政区 湖州市 安城市

マカオ特別行政区は、中国大
陸南岸の珠江河口（珠江デル
タ）に位置する都市。旧ポル
トガル領土のため、東西文化
が交差するエキゾチックな街
並みが魅力で、現在はカジノ
とモータースポーツや20以上
の歴史的建造物と広場で構成
される世界遺産を有する観光
地としても知られています。

湖州市は、中華人民共和国浙
江省の北部にある都市。
古くから養蚕業が発達してい
たため、絹や毛筆の絶品と言
われる湖筆が有名で、「絹の
府、魚米の郷、文物の宝庫」
と呼ばれています。

安城市は、大韓民国京畿道の
南部にある都市。韓国語で
「おあつらえ向き」を意味す
る慣用句「안성맞춤（アンソ
ンマッチュム）」は、かつて
安城で精度の高い真鍮製品が
生産されており、安城の職人
に注文すると注文どおりの器
がつくられたことからこのよ
うな表現ができたと言われて
います。

23

交流事業

特別事業

助成・認証
事業

中国（マカオ特別行政区、湖州市）・韓国（
安城市）の東アジア文化都市で行われる開幕
式・閉幕式に行政団及び芸能団を派遣するほ
か、４都市間の相互交流を深める機会を創出
します。

東アジア文化都市に選定されたことを記念し
た文化・芸術のイベント等を開催し、市民や
鎌倉を訪れる人が、鎌倉の魅力や東アジア全
体の歴史と文化のつながりを再認識できる機
会を作るとともに、世界平和への願いを発信
します。

様々な民間団体が実施する事業と一体となって
東アジア文化都市を盛り上げていくため、東ア
ジア文化都市の趣旨に合致する民間団体が実施
する事業を募集し、その費用助成（助成事業）
や広報支援（認証事業）を行います。

24
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    漁 支援          都    農水 

目       漁 支援              漁   就労環境 善 
海岸   及び近 住民         

            

         

   28  坂ノ下漁 協同組合   坂ノ下 波堤   関  請願  
議会 提    
   54  56  60    漁 協同組合         漁港  
促進     陳情  議会 提     
   63    23    漁港  協議会 略  漁 協 
➣ 長  諮問 受  足 漁港   是非      議論         漁港
     結論 

   23    24       漁  漁港    ワ ク    
➣漁 協 お  結論 踏 え 広  民意見 徴取     目     

   25    28     水  振興協議会
   30    2     水  振興 画推進委員会
   2 4     水  振興 画  
➣漁 支援         方針 掲載

            漁 支援   波堤      ユ カ  ㈱ 

R7年 R8年 R9年 R10年 R11年 R12年 R13年 

防波堤改良工事

護岸工事（埋立）

漁具倉庫等
建築工事

完
 

【共  】
生け簀を 置

※畜養ではなく 魚 の一時保
管 

【 波堤】
既存の突堤を 良

【船揚場】
既存のほぼすべて
の漁船を収容可能

【漁具 庫】
景観に配慮した木目
調のデザイン

概   在 材木座  坂ノ下 海岸 拠点
   漁  (湘 漁 協同組合  支  
  組合員)  漁港   無 厳  環境
 漁  行    
漁 支援           漁  拠点 
集   漁   就労環境  善      
 海岸    周辺住民         
  
      県 補助金        

台    漁具 庫  被   骸 飛散  
  周辺住民         影響    

 浜  漁船   入   作   漁 
  海岸   双方 危険       

１,５０５,２２３千円

2,158,782千円

30
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                    民      

             集        民                  
                                          
           行                             
 
          下         補助金                  
          推進                      
          
                                       
                                推     作  
      目    広                画広     
     
       点 お      員   
                周              作     
     カ               近及び ノ          近 
                 ノ    踏             
         
                           長  周辺 
              員        点  
                                  

            

         

    

          協議会 
         県          関  関     
              取組     
                  
                  
                  
                   
                  

              ノ       
                              
                    ノ            
 補助                 ノ              補助 合   
                         

                     補助  概 
                   取 組 
                       

  

  事  事 イ ー  要 事 者 事   
  金 

（      ）
事 実施 定

開始   

 
       
イ リ ューア
ル  

   市   会が 用する    け ー  ー 
        イ  について、ス ートフ ンで
  ・  しやすい  とするとともに、全 レイア
 トや ー   を  すことで   ・   を高
める。

 多   イトお     イトの対   に   
  を 加する。

 イ ント の    報や、 意   報な の動 
 報を、タイ リーに       けに  するた
めに、多      を 加する。

  市
     

          
 
          

  年
 月

  年
 月

    広     事 

     における    の 和を  として実施し
ている ーク ライ 及   フリー    の広 
を 開し、利用  を る。

  市
  市  
  

                    
  年
 月

  年
 月

 
   和を  
とした広 

    を中 に、多くの     が 在する  で
は、 日には   な    が 生しており、  
  の  や      の  に  をきたしてい
る。

   に  がある に対し、   で   和に け
た広 を  することで      での 訪を  
し、    を 制する。

  市
  市  
  

                    
  年
 月

  年
 月

 
     制に
 う   導員
の 置

     では年 年始に多くの   等が訪れること
から、     の    が 加することで  の
    に影響が生じることが  となる。

     の 入 に   導員を 置し、    に
 入する  を制 することで、   間の確 や 
    生が 制され、  ・  活動が  に わ
れる か、  事   を る。

  市
  市  
                      

  年
  月

  年
 月

ス  等での   ・ 
    
多   報  の 化

    での 訪を
  する   広 

     制の様子

                     補助  概 
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  事  事 イ ー  要 事 者 事   
  金 

（      ）

事 実施 
定

開始   

 

  市・  市
 リアにおける
  期やイ ン
ト開  の 及
   、 用 
道 の 備  
事 （   ）

   、    、  、  高 前、   等の各 、及
   等  備員を 置する。

     ～   間、  ケ  ～    間の 用 道
  備員を 置する。

  連 や  、  等 、混  及   、また 用 道
  備員を 置することで、安全確 及     を  
する。

   
  

          
         

 
  年
 月

  年
 月

 

 ランティア 
イ に る  
  （   前
及     
 ）

    が多い  において、   が 道に  し、 
 の  になり、また、   も    ス ー に 
り け 、満    の  となっている。

  年混 する  の 期等を中 に、   が多い  
（   前及      ）において、   内を う
 ランティア イ を 置し、   までの道のりが分
からない   に け   に 内を うことで、  
を  し、   及 住民にとって  な  を確 す
る。

  市
     

                
  年
 月

  年
 月

 
  市内 定 
所   導  

  町 りでは、 町 りを で  る に   等の  
者が多く、 が  でき に  するため、  住民から
 のクラクション等の  、  者等の安全確   に 
 の  な  が  となっている。

         前広場における ータリー中  等の  
 道では、混 が  される  日等において多くの  
 等の  者が  することから、  者等の安全確  
 に路  ス等の  な  が  となっている。

   高 前    道前は、ア  の影響もあり、多くの
      等が    内や道路 で  等を 影し、 
 者や  の  に  が生じ  となっている。

    所に   導員を 置し、   等の  者及  
 住民の  等の安全確 と  の  な  を確 する。

  市
  市  
  

          
 

         
 
  年
 月

  年
 月

         

         

  ン    イ 
 観  へ
  を    

          
            

     

  

  事  事 イ ー  要 事 者 事   
  金 

（      ）

事 実施 定

開始   

 
   前   
における   
導  

 多くの   が 訪する     の入  分に所
在する   前   では、  者  が となっ
ても  しきれない  者が多 おり、   にて
  し うとする自動 の  な  が 害されて
いる。

 多くの   が     に 訪することで混 が
  される  日等に   導員を 置し、  者
  の  に じ  に  者を 導をすることで、
   にて  し うとする自動 の  な  を
確 する。

  市
  市    

                  
  年
 月

  年
 月

 
      ラ
設置  

      ラを設置し、 の  を っていくこと
で、持続 ・継続 に    等を  ・ 制してい
く。

また、 事の は 影  を  に  するな 、 
   を う。（     、      を 定）

  市
   のつな
がり  

                
  年
 月

  年
 月

  
ポイ て  の
  ー  事 

  用のごみ持  り を  し、ごみの持  り、
ポイ て  の  ー  や 動  に がる り 
みを う。

  市
    全  

                
  年
 月

  年
 月

合
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                   取 組 
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   ー  の 設
    での  かけ

  に ～ 日    
 日・ ・中  で  ルー
ルの 意  、 タク対 

    混    の 開

  要   リア    の混  報
を 内

  れ・ り・ の場合の、  間
の混   と、過   間の混 
実 を ・  ・ の ラーで 
 

   やアイ ンを い  を  
することで      でも  
 に分かる うに  

  での  ー  

 日  の 、 ・中（ ・ ）
・ で  で っていただきた
い    ーや、  の  方
法等も

   導  

  

                       

会   加    実施

  市・  市 リアにおけ
る ー ー ーリ     
 ・ 制に けた  会

   市   、  市   

     、   方整備 、     

        会、  市   会、  市
   会

        会 、    レール  会
  日    道  会     、   
  ス  会 

    町  会、    道  会、   
 活 化 ン ーシア 

 報  ・ ー
 ー ーリ   
 金事 の決定
（申請  ）

令和 年   
令和 年   

  高 前   の   等
   対 連絡会

・  市 市   、  のつながり 、  
 、   全 
・        、   、 備 
・       会 
・  自治会

 報  ・意  
 

令和 年   
令和 年   

  高  前対  内連絡会 ・  市  のつながり 、 合   、  
 、   全 、 市   、み り   

 報  、意  
 、対 等実施調
整

令和７年   
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 鎌倉市   に       について

                  

     について

鎌倉市

  

鎌倉地域  ２４    

＜    ＞

・名 中 施  備関     

     施  体  中 施 の 事      （     で実施 

総     ）

敷地内の   備に る       （    で実施 総 ５ ）

・鎌倉地域 業  施 防   事    

 鎌倉地域の 業者の  環境の改  海   者の      

を目 と   業  施  備事業の ち 防  を 備する の

・第一中        備 事     

 鎌倉市 第一中  の   における    の    備を   の
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ーン（    者の  を  ートする 上 備）に合  て   の

      の  を  る の
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第１部 市長からの報告に対する意見・質疑 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

第一小学校の建て替えのお話がございました。現状、そこには、例えば避難タワーのようなものが

できたりする可能性があるのかなと思っています。と申しますのも、あそこは我が地区内の避難所に

なっておりまして、そこにそういうものがあれば安心できるなと思います。小学校に入っていく際に

は、門扉がありますが、扉を乗り越えていくのは高齢者には当然無理でして、ほかの地域の案件も調

べたところ、災害時には市が一括で門扉を開けるとか、普段閉まっているものが電子開錠されるよう

なシステムを既に導入しているところが日本中にあると伺いましたが、こういったものもこの学校に

はこれから施されるのか、お伺いできればと思っております。 

 

＜由比ガ浜自治会 和田氏＞ 

補足ですが、避難所の鍵をしまっておくボックスというのがいろんなメーカーから出されているそ

うで、設定した震度以上の地震があったときに、ボックスが開いて中の鍵が取り出せるというものが

あるようです。そういったものの検討をされたことがありますか。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。まず、第一小学校につきましては、この建て替えに際しまして、地域の津

波の避難所として活用できるようにということは大前提として考えているところです。今おっしゃっ

ていただいたような電子開錠については、建て替えの中で色々と検討していくことになりますので、

その辺りは地域の皆さんとも意見交換をさせていただきながらということになります。 

現在、何か検討しているのかというところになりますけれども、特段、鍵の方で検討はしておりま

せん。基本的には各学校での事情に応じて色々と検討していると聞いております。 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

ご検討いただきまして、建て替えのときにそれができるようになればうれしく思います。 

 

＜由比ガ浜中央自治会 向井会長＞ 

市庁舎の必要面積は２万5,000㎡から３万㎡ということなのですが、今現状は何㎡あるのでしょう

か。 

 

＜まちづくり計画部 服部部長＞ 

まず、本庁舎の建物は約１万2,000㎡です。そのほかに、敷地の中にあるNPOセンターですとか、あ

と市民防災部が入っている建物、あと教育委員会の建物なども庁舎と言っているのですけれども、そ

れらを全て合わせると１万3,467㎡となります。 

 

＜由比ガ浜中央自治会 向井会長＞ 

あとはごみ処理について、逗子市・葉山市・鎌倉市が共同して逗子の焼却場を使うということなの

ですが、逗子の焼却場は築何年ぐらいでしょうか。 

 

＜環境部 加藤部長＞ 

昭和56年か57年頃に建築されたのではないかと思います。これはちょっと不確かですけれど。 
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逗子市の焼却場は老朽化のため、令和16年で焼却をやめると伺っております。 

 

＜由比ガ浜中央自治会 向井会長＞ 

そのときはまた他市と共同するということでしょうか。 

 

＜環境部 加藤部長＞ 

そうですね。周りの自治体や県とも協議をしながら、どういう方向で進めていくかを検討していき

たいと思います。 

 

＜由比ガ浜中央自治会 向井会長＞ 

ありがとうございました。あと、由比ガ浜中学校について、今、鎌倉市内の小・中・高生350人ほど

不登校ということで、定員30人の由比ガ浜中学校がスタートして何箇月かたつのですが、皆さん、元

気で登校されているのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

この夏休みに入る直前までのデータを持っているわけではないのですが、この３箇月間、ほとんど

の子が脱落せずに通い続けていると聞いております。 

 

＜由比ガ浜中央自治会 向井会長＞ 

よかったです。ありがとうございます。第一小学校についてなのですけれども、今計画されている

建物は、何階建てになるのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

第一小学校を何メートル、何階建てにするかというところまではまだ決まっていません。基本構想

を今年度つくってまいりますので、この中で方向性を固めていくこととなります。 

 

＜由比ガ浜中央自治会 向井会長＞ 

津波の浸水想定があるので、それ以上の位置に避難場所を設けるという考え方でしょうか。 

 

＜市民防災部 林部長＞ 

津波の浸水想定については、ご存じかと思うのですけれども、第一小学校のエリアについては0.5メ

ートルから３メートル未満となっています。３メートルというと、通常１階が大体３メートルぐらい

ですから、２階以上、または３階以上であれば、想定外が来てもまず大丈夫という高さになると思い

ます。 

 

＜塔之辻自治会 加藤会長＞ 

クリーンステーションの取扱いについて、ご利用者様全員でよく話し合って決めてくださいとなっ

ていますけれども、この辺りを具体的にお聞かせください。 

 

＜環境部 加藤部長＞ 

今回の戸別収集では、燃やすごみだけを考えていますので、ほかのものについては今までのステー

ションをそのまま使用していただくのですが、住民の方からは、現在、クリーンステーションを使っ
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ている皆できちんと管理をしており、全然問題がないので、このまま燃やすごみはクリーンステーシ

ョンで行いたい、戸別収集はやらないというお話も伺っています。基本的に、我々は戸別収集をやっ

ていただきたいのですけれども、クリーンステーションを使っている皆さんが承諾をしていただけれ

ば、今後もそのままクリーンステーションを使用していただいても構わないという意味で書いている

ものです。 

実際に今年の４月から、先行地区の中でクリーンステーションは967件ありますが、そのうちの 

25件はそのままクリーンステーション収集を行っております。 

 

＜塔之辻自治会 加藤会長＞ 

来年の４月以降、全戸で行うことになっているわけですけれども、その場合でも、こういうクリー

ンステーションの利用というのはできますか。 

 

＜環境部 加藤部長＞ 

できます。我々は戸別収集をやっていただきたいのですけれども、クリーンステーションを続けた

いという方がいらっしゃればご相談に応じますし、皆さんがそれで良いというクリーンステーション

については、そのまま使用していただいても構わないです。 

 

＜若宮町内会 藤島会長＞ 

今のお話ですと、ごみステーションを利用している人が例えば10人いたとしますよね。10人が全員

クリーンステーションのままで良いということであればよいのですけれども、全員の意見がまとまら

なかったらこれは成立しないということですよね。 

 

＜環境部 加藤部長＞ 

そうです。戸別収集につきましては、今一軒一軒、皆様方にどちらにごみ箱を置きますかとご相 

談に伺っておりますので、４万軒ほどあるのですけれど、市役所が一軒一軒、今回っておりますので、

詳しい話はそちらの方でご相談いただければと思います。 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

教育大綱のことですが、人生100年時代と言われている中において、60歳で定年になって以降の人た

ちの中にも、まだ働ける優秀な方がたくさんいらっしゃいます。そういった人たちのリカレント教育

や、バックアップをしていく姿勢も必要ではないかなと思います。働きたい人が新しい分野で違う人

生を楽しく挑んでいけるためのリカレント教育のようなものがあれば良いなと思っております。 

あとは、市庁舎が半分旧鎌倉に残るということで、実は現庁舎の場所が大きな文化複合施設になる

のを楽しみにしておった市民の一人ではございますが、図書館の充実なども考えられるのかなと思い

ます。今、図書館で新しい本を借りようとすれば１年待ち、２年待ちということが普通にあります。

これは残念だなと思います。待っている間に本の内容が古びてしまう。そういう意味では、どんどん

新しい知見も学べるようにしていただきたいです。鎌倉の子どもたち、若者に本を買ってもらって勉

強できるような支援、また、さらに現役で働く世代たちにビジネスの最新の書籍を買ってあげるよう

な支援、さらには思い切ってKindleのような電子書籍を全戸配布するなど、文化都市の最先端を行っ

ていただけるようなことをお考えいただければありがたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 
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＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。図書館は教育委員会の所管になりますから、あまり私の方で断定的に申し

上げられない部分もあるのですけれども、おっしゃるように、生涯学び続けるということは非常に大

事だと考えておりまして、学習者中心の学びと言っているこの行動指針は、実は子どもから大人まで

のことを包含して言っているところです。「生涯をかけて学ぶ機会をつくる」ということをあえて入れ

ていますので、おっしゃることはまさにそのとおりだと考えているところです。 

今回鎌倉地域と、それから深沢地域とに新しく庁舎をつくっていくわけなのですけれども、図書館

機能をどちらにも入れていくということに基本的には変わりはありません。今、新しい図書館は、も

う皆さんの方がご存じかもしれませんけれども、非常に開放的で、そこに行くと新しい本や人との出

会いもあるという場所として空間づくりをしているところです。鎌倉地域と深沢地域ではそういう図

書館をつくっていきたいという思いです。 

好きな本が１年待ち、２年待ちというところにつきましては、蔵書数を増やしていくのが課題です

ので、そうした予算をしっかりと図書館の方につけるということもありますが、人気のある本を増や

すことよりも、図書館の機能として幅広い本があることも大事だと思います。そういう意味では、読

みたい本はできれば皆さんそれぞれで買っていただくということが、図書館と本屋との役割分担なの

かなと個人的には思っている部分もございます。 

いずれにしましても、子どもたちが本を読む機会をもっと増やすべきというのはそのとおりでござ

いますので、子どもたちには学校図書館も機能としてはあるのですけれども、この辺りの充実も含め

てしっかり取組をしていきたいと考えております。 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

ありがとうございます。生涯学んでいけるような最先端文化都市を目指していただきますよう、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

もう１点、先ほど由比ガ浜中央自治会から質問があって、逗子市の焼却場は令和16年まで使えると

のお話がございました。もっと長いのかなと思っていたら、意外と短いので少し驚いた次第です。外

で焼却してもらうという思想にとどまることもないのかなと改めて思った次第です。 

10年もたたないうちにまたこの問題が出てきます。せっかく開発するチャンスがある深沢に、例え

ば焼却場をつくるようなことは可能ではないのかなと。そういう案も無視するのではなく、検討した

方が良いと思うのです。 

嫌なものを持ってくるとなると皆さん嫌がりますけれども、良いものを持ってくるとなれば、むし

ろ喜ばれるかもしれません。例えば、ギネスに載るような世界で最も美しい焼却場であるとか、夢の

ある文化施設を兼ねて施設をつくってみるとか。そして、焼却エネルギーを近隣の方々に50％オフで

配布するとか、または電気代を無料にしてあげるとか、焼却場の周りの工場の電気代は無料にして企

業誘致の手段に使うとか、稼げる焼却場、美しい焼却場、観光誘致できるような焼却場、企業に来て

いただけるような焼却場、こういった取組の仕方も柔軟に考えた方が良いのかなと思いますが、いか

がでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。焼却につきましては、これまでも検討してきた経過がありまして、最終的

には今申し上げたような結論に至った部分というのがあります。ですので、当初から焼却場を完全に

否定していたわけではないというところはご理解をいただければと思います。 

これはもうご理解いただいていると思うのですけれども、ごみの処理について、今までは焼却をす
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ることが必須であったのですけれども、今はもうごみの処理＝焼却ではなくなってきているというと

ころがやはり一番大きいです。世界中で約2,000基の焼却炉があると言われていますけれど、そのうち

の半分、1,000基が日本にあるということです。これは、日本の行政がそれまで自区内処理ということ

で、それぞれの自治体でごみ焼却を持ってやっていくという方向性だったことが背景にはあるわけな

のですけれども、そこからかなり社会の状況が変化してきていて、ごみという概念をなくそうという

のが世界的な潮流だと思いますし、これからはごみをなくすための技術開発などにチャレンジしてい

こうと考えているところです。 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

ありがとうございます。あともう１点、先日の水道管破裂の際に、ポリタンクを持っていけば給水

をしてもらえるというニュースがありましたが、そういったポリタンクや給水袋等について、リュッ

クサックのようにして背負うことができる代物があり、これはすばらしいと思いました。こういった

ものを地域の人に配布できれば良いなとも思いました。 

自治会では、今加入する人が少なくなってきております。何のメリットがあるのという人が大勢い

ます。そんな方々に、例えば年に１回とか、２年に１回、３年に１回でも結構ですので、生き残りグ

ッズセットのようなものを配布して、自治会に入るようアシストしていただければありがたいと思い

ます。自治会は行政の手の届かないところまで一生懸命細かくお世話をしております。そういう意味

では、そのようなご支援をしていただければと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 

＜市民防災部 林部長＞ 

日頃からまずは備蓄をしていただきたいというのは、今までの方針としては変わっていないのです

けれども、先般の断水で、給水袋がないという方もいらっしゃったと聞いています。 

市の方にも備蓄倉庫はあるのですけれど、皆さんの方も、地域で自主防災組織を組織していただい

ているかと思います。そちらで今ご紹介いただいたものを購入していただくこともできると思います

ので、その辺りのご検討もしていただきたいと思います。市としてこれが良いというものがあればご

案内もさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

ありがとうございます。最後に一つお願いがございます。神奈川県の中でも鎌倉市は高齢者が多い、

それだけ老後を長く過ごす町でございます。例えば、神戸市ではハンギングフラワーなるもの、窓辺

または道路端に花をつり下げて美しい花にあふれた町にしようという取組をやっております。スイス

の町々では家の窓辺にベゴニアの花を植えるといったことをやっております。町を挙げてそういった

すてきな取組をしているところは羨ましいと思いました。 

一方、花はお金がかかりますので、花ではなくて、例えば、お年寄りがまちを歩くにあたり、腰か

けるところが少ないので出かける気がしないと言われます。またトイレもそうです。実際ベンチも少

なくて、あるベンチは観光客がよく占領しています。鎌倉駅前のバス停留所のベンチですら観光客が

座っていて、本来、お年寄りが座って待ちたいのにとにかく座れません。ベンチや腰かけるところが

少ないまちだなと思います。高齢者の方々が、人生100年時代、フレイルを予防してどこにでも出かけ

て行きたくなるようなまち、優しさにあふれたまちにしていただきたいなと思います。 

さらには、まちにごみ箱があれば安心して外国人も捨てられるし、そういったものも市が焼却場を

持っていれば焼けるのにと思ったりもする次第です。 

そして、バスの減便は痛い話で、江ノ電に乗ると骨折するから怖くて乗れないという年配者の声も



32 

 

 

あります。そんなぎゅうぎゅう詰めに閉じ込めるのではなくて、もう少しゆとりを持ってゆったり楽

しく鎌倉を楽しめるような交通手段もお考えいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。いただきましたご提案につきましては、そうだなと思うところもあります。

すぐに全てが実現できるということではないですけれども、参考にさせていただいて、取組を進めて

いければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＜由比ガ浜中央自治会 向井会長＞ 

今回花火大会が中止になりました。皆さんとても残念で、何で代替日がないのかという声も上がっ

たのですが、例えば、市の庁舎の移転先は結構広大な土地だと思うので、そういったところで何かで

きないのでしょうか。みんなに足を運んでもらうようなイベントだとかで移転先を盛り上げるように

していっても良いのではないかなという提案です。また、花火大会の時期をずらすとかも検討いただ

ければと思います。 

あと、現庁舎の跡地については、文化都市としての鎌倉らしい図書館みたいなものができても良い

のかなという提案です。 

 

＜市民防災部 林部長＞ 

花火大会の中止は苦渋の決断でございました。代替日ということになりますと、やはり警備の関係

ですとか、あとは仮設のトイレの関係ですとか色々な手配の関係がございまして、今、クラウドファ

ンディングで色々とご協力をいただいているのですが、莫大なお金がかかるというのがあります。10

年ぐらい前も同じようなことで中止になってしまったのですけれども、実行委員会でも今後また考え

ていきたいと思います。 

また、深沢の土地は31ヘクタールありますけれども、そこで花火大会をというのは難しいと思いま

す。数発の花火をほんの何分で上げたというのは別の場所でもあったと思うのですけれども、今やっ

ている花火大会のレベルだと、ああいう場所では難しいところです。 

 

＜松尾市長＞ 

深沢のエリアについて、まちづくりがこれから進んでいきますので、そういうことを含めての興味・

関心は持っていただきたいと思っておりますので、何か市民の皆さん向けにできることはあるか検討

していきたいと思います。 

花火大会の時期の話も、色々議論はあるところでして、秋開催にした方が良いのではないかという

意見もあります。漁業の関係ですとか、もしくは警察の関係ですとか、この辺りを協議しながら、よ

りよい形を模索して進めていければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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第２部 

地域からの議題に関する懇談 
 

07鎌倉西-１ 鎌倉消防署の移転について 

07鎌倉西-２ 民泊・ゲストハウスの対応について 

07鎌倉西-３ 
「江ノ電鎌倉駅西口改札における沿線住民等優先入場の社

会実験の実施について」の成果と今後の予定について 
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令和７年 ふれあ  域懇談  第２部 回答票 

 

番 号 07鎌倉西－1 

テーマ 鎌倉消防署の移転について 

内容詳細 

①雪ノ下に移すということですが、消防車、救急車は最低限残し、コミュ

ニティとして使えるスペースの確保（現在は町内会総会、講習会として使

用しています）と避難場所としても使用できるようにしていただきたいで

す。 

このことは、生命に関わることなので、地域住民の死活問題であり、ぜ

ひ検討願いたい。 

 

②令和７年２月にお知らせがありました鎌倉地域の消防施設の整備につ

いて、現鎌倉消防署の位置のままの機能残置（縮小したとしても）を要望

します。 

また、津波避難タワーとしての検討をテーマとして挙げさせていただき

ます。建物仕様上の問題点もあるようですが、鎌倉市は海が近く観光客

も多いことから、対策が必要と考えます。下層部は消防署（ボート等の配

備は必要では）とし、タワー屋上部は隊員の訓練等に活用できると思いま

す。 

団体名 
①若宮町内会 

②由比ガ浜中央自治会 

担当部課 
総務部 公的不動産活用課 

市民防災部 総合防災課 

消防本部 消防総務課 

議題に対する回答等 

①について 

 鎌倉消防署については 津 浸水想定区域内に   ている   災 時に

機能を  する  から 雪ノ下への移転 備を計画 ています 雪ノ下に消防

施 を 備する とで 鎌倉地域の災 対応を効果 で効率 に運 する と 

 能と ります 鎌倉消防署の移転後に消防車等を  する予定はありま ん  

市 体のバランスを踏ま  消防力 低下する との いよ 車両 人員 備を

  ていきます  

 

②について 

鎌倉消防署移転後の跡地につきま ては 津 浸水想定区域である とから新

  公共施 を 備する計画はありま ん   活 の検討を  際には 防災
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 に 考   貸付け でき いか等 地域のご意見 踏ま   ら検討を進 

てまいります  

 一方で 津 避難における津 避難施 の  は重要であると考 ており 沿

 域に高い 物 少 い とへの理 や 近隣にお住まいの方のご理 ・ご協力

 必要  と   津 避難施 の  には 決すべき課題 複数あります 今

後はまちづくりの   踏ま  津 避難施 の  により一層 り んでまい

ります   

添付資料 
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（１）鎌倉消防署の移転について 

 

＜高橋消防長＞ 

現在の鎌倉消防署につきましては、津波浸水想定区域内に位置しています。そのため、災害時に機

能を維持するために、雪ノ下への移転整備を計画しているところです。雪ノ下地域に消防施設を整備

することで、鎌倉地域の災害対応を効果的かつ効率的に運用することが可能と考えております。 

鎌倉消防署の移転後ですけれども、消防車等を配置する予定は現在のところありませんが、全市的

なバランスを踏まえまして、消防力が低下することのないように、車両ですとか人員の配置を行って

いこうと考えております。 

 

＜総務部 藤林部長＞ 

２点目について、まず、鎌倉消防署が雪ノ下に移転した後の跡地につきましては、津波浸水想定区

域ということになりますが、新たな公共施設を整備する計画は現在ございません。しかしながら、今

後の利活用を検討していくためには、防災面にも考慮した貸付けができないか等、地域の皆様のご意

見も踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えております。 

また、一方で、津波避難施設の確保は重要であると市としても考えております。沿岸域に高い建物

が少ないことへの理解や、近隣にお住まいの方のご理解・ご協力が必要なことなど、津波避難施設の

確保には解決すべき課題が複数ございます。今後はまちづくりの視点も踏まえまして、津波避難施設

の確保により一層取り組んでまいりたいと考えております。 

       

＜若宮町内会 藤島会長＞ 

「津波避難施設の確保により一層取り組んでまいります」ということなのですけれど、より一層 

取り組むというのは具体的に何を想定されているのでしょうか。 

 

＜市民防災部 林部長＞ 

ありがとうございます。先ほど第一小学校の建て替えの話がありましたけれども、そちらにおいて

は、市長からも優先して取り組んでいくという話がありました。そのほかにも、津波避難ビルの指定

を今までもしてきていますけれども、例えば、今まで大きな建物が建っていなかったところに共同住

宅であるとか業務ビルであるとかを建てるときに、津波避難機能を持たせてくれませんかということ

を市からお願いしていくということについて、今までも取り組んだ案件はあるのですけれども、その

ようなことをこれから検討していこうと思っています。そういった津波避難施設をプラスしてつくっ

ていただく場合に、費用の一部を負担するような制度を持っている自治体もありますので、そういっ

た先進事例を研究しながら、津波避難施設の確保に一層取り組むことを考えているところでございま

す。また、公共施設等の整備があれば、当然そういったところについても必ず検討していくことにな

ってくると思います。 

 

＜若宮町内会 藤島会長＞ 

若宮町内会では、消防署、NTT、それからあとマンションの一部なのですけれど、マンションはオート

ロックなので、まず無理かなと思っているのですよ。消防署だったら誰でももちろん行けるのですね。

また、NTTの外階段は、若宮町内会の人たちの何人かが鍵を持っているので、外階段から行けるのです

ね。上の方には上がれます。でも、消防署がなくなったらそこにどれだけの人が登れるのだろうと思

うのですよ。消防署に行こうと思っている人は、消防署がなくなったら避難場所を探すのが大変だと
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思うのですよ。 

それで、先ほどの消防署の移転の話ですが、災害時は良いのですけれど、災害時の前に命が救える

かなと思うときがあるのですよ。今は全部ネットワークでつながっているから、消防車は一番空いて

いるところから来るらしいのですけれど、住民の方は、雪ノ下から来るのと、今の鎌倉消防署から来

るのとを比較してしまうのですよね。不安が多いですよ。だから、そういう点では何か代替案がない

と住民の方は安心しないのではないかと思っています。津波避難タワーなどができると言っていただ

ければ安心できると思います。 

 

＜高橋消防長＞ 

雪ノ下に移転した先にも消防車２台と救急車２台を配置する予定でおります。鎌倉駅前周辺でも救

急活動がかなり多くあると思いますので、うち１台につきましては、機動的な運用とかも含めて、そ

ういった不安が払拭できる方法を検討しながらやっていきたいと考えております。 

ちなみに鎌倉消防署から雪ノ下地域までの平均的な所要時間ですが、大体５分ぐらいかかっていま

す。今までは目と鼻の先だったのですぐに来てくれたということかもしれませんが、５分ぐらいで到

着するので、皆さんの方も救急の講習とかを受けていただいて、命をつなぐ行動ができるようにして

いっていただけると非常に助かりますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜由比ガ浜中央自治会 向井会長＞ 

鎌倉消防署移転については、近隣地域の自治会の方とも話をしておりました。そこに逃げようと思

っていたのにどうするのだろうとか、地域を見渡してみても高層の建物がないのに、観光で来た方や

海に入っている方は一体どこに逃げるのだろうとか、移転は構わないのですけれども、機能を縮小し

てでも何かしら残した方が良いのではないかというお話をさせていただいて、ぜひともこの案は上げ

ていきましょうということで、今回提案させていただきました。 

今のお話からしますと、跡地につきましては特に公共的なものを建てる予定はないとか、民間の建

物については補助とか助成を今後検討していきたいみたいな話で、一体いつなのだろうという不安が

残ったままです。 

私がこれを提案させていただいたときに、津波避難タワーを新聞の記事で見かけたのですけれども、

場所は静岡県伊豆市で、多分同じような状況の場所なのかなと思います。こういったものが鎌倉市に

もあれば、鎌倉は良いところだとなおさら思っていただけるのではないかなと思います。 

今後検討していきますはいいのですけれど、民間のマンションが建つ計画があった際には助成しま

すみたいな話では、何かすごく遠い話のような気がしてならないので、一歩一歩踏み込んで政策だと

かを考えていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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令和７年 ふれあ  域懇談  第２部 回答票 

 

番 号 07鎌倉西－２ 

テーマ 民泊・ゲストハウスの対応について 

内容詳細 

①自治会内に民泊や夜間帯、宿泊客だけになるゲストハウスが点在して

います。民泊では宿泊客が外に出て道路で喫煙し、側溝や隣家の庭先

に吸殻を捨て、近隣住民が火災の心配をしています。自治会として状況

を市役所環境保全課と保健所に伝えましたが、指導を強化して欲しい。 

ゲストハウスの夜間帯、宿泊客だけになる点は決まりはないのでしょう

か。災害時、避難誘導は近隣が行うのか、心配です。 

 

②「鎌倉市における低層住宅専用地域（風致地区含む）での民泊営業

禁止の条例制定」について、市役所からいただいた回答の中に「本市単

独で民泊新法に基づく規制条例を制定することはできない状況です」と

ありますが、東京都大田区では「家主不在型」ではありますが、民泊事業

を実施できない地域を市の条例により規制しております。他にも住宅宿

泊事業に伴う細かい規定を設けています。田園調布を中心とした閑静な

住宅街と羽田空港を含めた観光地の複合都市にて規律をしっかりと区分

けしております。 

鎌倉市の観光事業におけるインバウンド問題も含め、同じような地域で

取り組みをされているところもある中、鎌倉市からの回答は怠慢としか見

受けられません。 

全国の自治体が取り組んでいる中、鎌倉市として上記「制定することは

できない」明確な理由を、市民が納得できる内容で回答してください。 

ここ最近、売り物件を購入検討する方が民泊事業を検討しているとの

ことで近隣トラブルになり、ご近所の方が阻止した事例も伺っております。 

トラブルが起こってからでは鎌倉市に相談しても解決しません。未然に

防ぐためにも、早急な対策をお願いいたします。 

団体名 
① 由比ガ浜自治会 

② 北稲村ガ崎自治会 

担当部課 

共生共創部 地域共生課 

環境部 環境保全課 

消防本部 予防課 

議題に対する回答等 
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①について 

本市では 平成 21年（2009年）に 上喫煙の防 に関する条例を制定   上

喫煙禁 区域を定  ま  禁 区域で い  等の場所について   上喫煙 

 いよ に努 る とを定 ています  

民泊  ゲストハウス（簡易宿所）につきま ては 鎌倉 健福祉事務所（以下

「 健所」といいます ）から事業者に対 て近隣住民への  や注意事項等につ

いて指導を  ています   での喫煙や吸殻の イ捨て等について  引き続

き市から 指導を います  

防火対応については 施 管理者や事業者に対   令に基づい 消防  備

等の  に関する指導を い 消防 の基準に適合 ている とを  の   

「消防 令適合 知書」を 付 ています  

ゲストハウスの夜間対応については 施 内にスタ フ 常駐する 定はあり

ま ん  公衆の見やすい場所に施 管理者又は事業者の 絡先 示され 標識

を掲示する とにより 施 に事業者 不 と る場合で 常時 絡 とれるよ

 に  ています  

災 時の避難誘導については 所有者等の責任において   者へ適 に指導

するよ 伝 ています  

い だきま   提案を とに 毎年 健所にて 催される民泊事業に関する

課題共有の会議において指導強化を 健所へ要請するとと に 災 時の避難方

 の周知 含 て 市の情報を 健所から事業者へ提供できるよ  健所と 携

  指導強化に努 てまいります  

 

②について 

まず 昨年のふれあい地域懇談会後の市の  についてご説 い  ます 市

内の民泊施 の届出状況の情報を自治会町内会長へ提供  ま   奈川県（以

下 「県」とい  ）に対 新 に民泊を始 よ と ている事業者はその施  

 する自治会町内会長に事 に周知する とを 定するよ 要請を い その他 

民泊施 等に関するアンケートを実施 住民からの困りごとや問題 等の把握に

努 ま    

県への要請では 事業者による自治会町内会長への事 周知については  時

  県と ては難 いと回答を受けています アンケートでは 町内会と事業者の

 絡体制の必要  民泊  者の管理・指導の強化 さらには民泊施 への何らか

の 制 必要  様々 ご意見をい だきま    

市 独自の条例を制定する と 出来 い理由と て 民泊の 制に関 ては 

住宅宿泊事業 （民泊 ）第 18条において 条例による民泊事業の実施の制限に

関する 定 あります   の 制条例の制定は 都 府県   健所  市

（※ ）に限定されており 大田区は 健所  市です  鎌倉市は 健所  市

では く 奈川県の条例の適 を受ける とに る  です  

その    れまで県に対 て何度 条例による 制を要望 てまいりま  

  県からは「民泊事業については 良好 住居の環境を 護する  に年間営業

日数を制限  上で 住居専 地域であ て  住宅を活  て宿泊 ービスを

提供できるよ 定 られ 制度である と ま   制に当  ては相当の合理
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  必要である と  により  制する区域の見直 は   い」と回答を受

けています  

 のよ  状況を踏ま  住民の皆様の不 を 消  トラ ルを未然に防 

する  に 同じ 健所管轄である逗子市  葉山町と 携  市と てのルー

ル作り  具体の対 について検討を進 てまいります  

 

※１  健所  市：  健所は 地域 健 第５条１項により 都 府県 政令

指定都市 中核市  政令で定 る市又は特別区   する ととされています 

鎌倉市内にある 健所（鎌倉 険福祉事務所）は 奈川県    ており 鎌倉

市 逗子市 葉山町の区域を管轄 ています  

添付資料 
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（２）民泊・ゲストハウスの対応について 

 

＜共生共創部 能條部長＞ 

市の路上喫煙の防止条例では、規制の禁止区域を定めているのですが、禁止区域でない場所につい

ても路上喫煙しないよう努めると定めております。民泊とゲストハウスにつきましては保健所の管轄

ですので、指導についても保健所がしているところですけれども、市としましても、道路での喫煙や

吸い殻のポイ捨てについては引き続き指導を行ってまいります。また、防火の対応につきましては、

施設管理者や事業者に対して法令に基づいた消防用設備等の設置に関する指導を行いまして、基準に

適合していることを確認のうえ、適合通知書を交付しております。 

それから、ゲストハウスの夜間対応につきましては、施設内にスタッフが常駐するという規定はあ

りませんが、県の指導指針では、深夜・早朝を問わず常時連絡が取れるようにして、対面や電話等で

対応することとされております。 

災害時の避難誘導につきましても、民泊やゲストハウスも所有者等の責任で利用者にきちんと指導

をするようにというのが指導指針の中にありますが、この点についても改めて県の方に要望してまい

ります。また、毎年11月に保健所の主催で民泊に関する会議がございますが、その中で指導強化を要

請してまいりたいと思います。 

それから、東京都の大田区では民泊事業を市の条例によって規制しているのになぜ鎌倉市ではでき

ないのかというご質問でございます。 

市の独自の条例を制定できない理由としましては、民泊の規制は民泊法18条で条例を定めて制限を

かけられるようになっているのですが、この条例の制定というのが都道府県と保健所設置市に限定さ

れております。大田区は保健所設置市ですので条例を制定していますが、鎌倉市は保健所設置市では

ありませんので、神奈川県の条例の適用を受けることになります。これまで県の方に対して、何度も

条例による規制を要望してまいりましたが、今のところ実現できておりません。ただ、鎌倉市の中で

も民泊が増えている状況を踏まえまして、引き続き県の方に要望もしてまいりますし、また、同じ保

健所の管轄である逗子市と葉山町とも連携をして、市としてのルールづくりなど、具体的な対策につ

いて検討を進めたいと考えております。 

規制につきましては、既に県の方に要望しているところですが、今月、神奈川県議会に対する要望

の場というのが設けられており、市長と副市長からも直接要望をしております。また、本日も地域共

生課の職員が県の方に相談に出向いております。 

全国的な事例でございますけれども、長野県の軽井沢町が民泊を認めないという町の姿勢を打ち出

しているところです。その法的な根拠についても確認しましたが、長野県の条例でかなりの規制をか

けていて、それに基づきますと、軽井沢町では年間30日ぐらいしか民泊が営業できないようになって

おり、そこに投資してまでやる人はいないという実態でございました。やはりこれは県のスタンスに

かかっているというところもございまして、引き続き市町村の現状や意向を踏まえて規制をかけてい

ただきたいという要望を県の方にしてまいります。 

     

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

当自治会のエリアの中に問題のゲストハウスがございます。これまでもお願い申し上げてきたので

すが、例えば民泊の前の通路、細い路地ですけれども、そこで餅つきを毎月やって、流しそうめんも

やって道路をふさいで人が通れなくなっています。道路をふさいでお祭りをやるとき、普通は警察に

届出をして許可を受けてからやるものですけれど、そういうことはしていません。それから、新聞配

達の人や郵便配達の人も通れない、そういったことがあります。ところが、そこの民泊・ゲストハウ
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スは障害者を雇用しているから私たちはとても良いことをやっているのだ、だから皆さん我慢しなさ

い、こういうスタンスで、実は市長とも写真を撮っています。それからタウンニュースでもそういっ

た良い取組をやっているゲストハウスとして取り上げ、昨今はSNS等で情報発信がうまい人たち、たく

さん発信できる人たちが情報強者として、さも良いような扱いを受けていますけれども、その周りに

住んでいる人たち、声なき声をもう本当に胸にしまい込んで苦しい思いをしている人たちが我慢して

いる状況が続いております。 

先日は、車椅子の高齢の方がそのゲストハウスの前を通ろうとしたとき、餅つき大会で騒いでいて

どいてくれませんでした。通れなかったのです。泣いていました。何でこんな我慢をしなければいけ

ないのか、障害者を雇っているのだったらやりたい放題しても良いのかという怒りの声を聞いており

ます。警察に言っても、一時は引っ込むふりしてまた同じことをやっています。ずっと同じことが続

いていますが、こんなことで良いのかなと思っております。 

市民感情としてあまりよろしくない事態ですので、やはり何かしらの強制力がないと、ずっと困っ

ているだけで終わりかねません。県が駄目でも市で条例を制定するとか、何かしら強制力がないと、

このままでは市民感情がたまってよろしくないことをお伝えさせていただきたいと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。整理しますが、餅つき大会をやっていることについては、これはどんなに

良いことをしていても、地域の皆さんにとっては受け入れられることではありませんし、市の道路で

あるならば、市としてしっかりと取り締まれる部分でもございますので、やるべきことは我々もやっ

ていく、知り合いだから大目に見るとかそういうことは一切ありませんので、きちんとやっていけれ

ばと思います。今後もしまたそういう状況があれば、市役所道水路管理課の方にご連絡をいただけま

したら、きちんと対応させていただきます。 

民泊の方は、繰り返しですけれども、ほかの自治体では条例をつくって規制しているではないかと

言われるのですけれど、鎌倉市は保健所設置市ではないので、条例が独自にはつくれないという状況

の中で、何ができるかということでいくと、神奈川県に条例をしっかりつくってもらうということで

しかなくて、それを繰り返し要望させていただいているところです。市民の皆さんが本当にお困りで

あるというのは、我々も認識をしているところですので、しっかりとその代弁者として県に働きかけ

をしながら、何らか規制がかけられるように引き続き取り組んでまいりたいと考えています。 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

ありがとうございます。追加情報といたしまして、餅つき大会の臼や杵は外に出しっ放しです。流

しそうめんの竹にしても同じような状況です。非常に非衛生的なものを放置されているのも周りの人

たちの不安材料の一つでもありますし、武士を思わせる弓矢とかも、危ないからやめてと言ってもや

めてくれない状況が続いています。このことも併せてご報告申し上げます。 

 

＜佐助自治会 伊藤氏＞ 

佐助でも民泊関連のトラブルが最近ありましたので、ご報告をさせていただければと思います。 

約半年前に佐助町内のあるお宅が売り出されまして、しばらくして工事車両が何台も道路に駐車し

て、工事が長引くといった状況がありました。ただ、その間、施主の方から近隣への挨拶なども全く

なくて、何の工事をやっているかがわからない状況が続いておりました。それで、４月下旬にある方

がそのお宅の工事業者に聞いてみたところ、２階を民泊にしますと、１階はワインバーで深夜０時ま

で営業して、１週間後にオープンしますという答えが返ってきました。そんな急な話ですので、その
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方は大変驚かれまして、まずは事業者の方に説明を依頼されました。また、近隣住民も見ていますか

ら、非常に関心を持ちまして、周辺の住民の方たちも一緒に説明を聞きました。 

その説明の中では、静かな住宅街にそぐわない、ワインバーを深夜０時までということでしたので、

話合いをしまして、ワインバーの方は一旦18時半までに抑えていただくことはできました。ただ、民

泊についてはまだ決めていないということで、今も具体的な開始時期は不明なのですが、不安を持っ

た方が周辺でかなり多くなりまして、自分たちでできることをまずやろうと考えまして、住民の有志

の方々が、急ぎそこについての住民投票をつくられまして、それを市役所に提出することを準備され

ております。 

このようなことがありましたので、今までは住民の方の自発的な行動でやっていたわけですが、佐

助自治会としても、まずは民泊に対してどういう意見を町内の皆さんが持っているのかというアンケ

ートを行いました。結果としては、やはり民泊反対の意見が多かった状況です。 

あと、今後対策をしてほしいということは皆さんおっしゃっていまして、先日、民泊施設等に関す

る実態調査の結果を各自治会に送られたと思うのですけれども、その中に書かれていた各自治会から

の懸念は、私どもも共有するところでありまして、この文書の中でも「鎌倉市民泊検討会議を設置し

て対策を進めてまいります」と書いていただいていますので、この具体的な内容はまだわからないの

ですが、本日の意見なども踏まえて、ぜひとも対策を進めていただきたいと思っているところでござ

います。 

 

＜佐助自治会 塚原氏＞ 

すごく今揉めていまして、さっきの民泊予定のところ、確かではないのですけれども、水商売の女

性たちを連れて泊まって、お酒を飲んでというところで、子どもたちの治安がよくないので、お母様

方が不安がっています。 

それともう一つ、鎌倉市の民泊を狙っている外資系なりがとても多いので、鎌倉市の条例とは言わ

なくても、何かそういうもので網をかけて、それから自治会長とかの総意の下で、そういう許可がな

ければ民泊はできないというのを鎌倉市の方で後押ししてもらったら本当に強いのですね。そういう

ものがないと、こういうトラブルが人気のある鎌倉のエリアで増えるのは間違いないのですよ。それ

だと皆さんが不幸になるのですが、何とかならないのですかね。不動産屋に網をかけるとか、事前に

揉めないようにするというのは。やれば揉めるとわかるではないですか。最初は飲食店しかやらない

ということで入りますけれど、皆さんと地域の懇談会をしましたということだけで通ってしまうわけ

ですから。そういうことが分かっていて、どうして検討しますとか、保健所が設置しないということ

だけで何でそこから前に進まないのですか。何で困っていることを強く言ってはくれないのですか。

不動産屋に網をかけてそういうことをやってもらうというのはそんなに難しいことなのですか。 

 

＜松尾市長＞ 

我々も、これは決して見逃して自由にさせることが良いと思っているわけではなくて、そもそも民

泊がスタートするときにかなり危惧していましたので、県の方に規制する条例をつくってください、

鎌倉市は民泊なんて受け入れたくないということを伝えています。しかしながら、県の方からは、鎌

倉市だけ規制をつくることはしないという回答をいただいて、そうは言っても、我々もこうなること

は大体分かっていましたので、何ができるかということで、鎌倉市の場合には地域共生課を窓口にし

ていますが、でもこれは基本的には県の保健所が窓口なので、法律上そこを飛び越えて我々が条例を

つくるということはやはりできないのです。 

 



44 

 

 

＜佐助自治会 塚原氏＞ 

例えば、日本人が契約して後から外資系の人が契約するというパターンが多いのですよ、不動産屋

の民泊というのは。そういうことが分かっているので、その手前でも良いですから、鎌倉市はこうい

うことでうるさいということを認知させることはできないのですか。問題が出ることはわかっている

ではないですか。 

 

＜松尾市長＞ 

わかっていますね。ここはお互い知恵を出し合いたい部分であるので、我々も何ができるかという

のは考えていきます。 

 

＜佐助自治会 塚原氏＞ 

知恵を出すのが仕事ではないのですか。私たちが知恵を出すといっても、実際にやるのは市役所で

はないですか。何でその知恵が出ないのですか、頭の良い人がいっぱいいるのに。 

 

＜松尾市長＞ 

これまで、法律体系の中で何ができるかということは検討してきましたけれど、おっしゃるような、

そこをもっと超えるような効果的なところまで出せていないのはすみません。それはもう力不足と言

われればそうかもしれません。 

 

＜佐助自治会 塚原氏＞ 

うちは自治会がのぼり旗を作って、自治会がお金を払って反対運動とかを今やろうとしているので

すよ。そういうことしかできないのですよ、我々市民は。そんな苦労を市民たちにさせる前に役所の

方が動くことはしないのですか。やはり他人事ですか、これは。 

 

＜松尾市長＞ 

何とかしたいと思っています。ですので、先ほども説明させていただいたところですが、我々には

これを規制する権限はないですけれど、アンケートを取らせていただきながら、協議会なども立ち上

げて、何ができるかというところを考えていきたいと思います。 

 

＜佐助自治会 塚原氏＞ 

検討はいいです。検討はしないで、できる行動を小さくても良いからやってもらいたいのですよね。

そうでないと、我々は結局自分たちで動いてやっているだけではないですか。でも、不動産で全部規

制をかけてもらえば、それでもう民泊は減るではないですか。 

 

＜松尾市長＞  

ここで対立しても仕方ないと思いますが、不動産で網をかけるということについて、何か良い方法

はありますか。 

 

＜佐助自治会 塚原氏＞ 

市役所の方で法的に詳しい方はいっぱいいるのですから、そういう法務の詳しい人とかで対応はで

きないのですかね。 
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＜松尾市長＞  

いただいた提案ですから、ここでできませんということでなくて、１回持ち帰って検討したいと思

いますけれども、不動産の側から何か規制するというのは、法的に難しいのではないかとは思います。 

 

＜佐助自治会 塚原氏＞ 

 鎌倉は民泊にうるさいところだと認知してもらいたいですよね。民泊だけでなく、飲食店もそう 

思っております。 

 

＜由比ガ浜自治会 和田氏＞ 

旅館業法第３条第３項では、公共施設、例えば学校などから100メートル以内の場所にはつくること

ができないようなのですが、第一小学校からの距離が100メートル以内だと思われるところにもでき

ていまして、保健所の方に問合せたのですが、調べてみますということでその後連絡もない状態でし

て、数日前に見たら許可番号が貼ってあったということで、許可が取れたようなのですが、こういう

場合にはどこに話を持っていったら良いのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

保健所になります。 

 

＜由比ガ浜自治会 和田氏＞ 

保健所に許可をなぜ出したのかを申し入れていけば良いということですね。 

 

＜松尾市長＞ 

疑問点があれば、我々から保健所に確認してということはやりますが、市民の皆さんから保健所に

問い合わせていただければ、保健所もきちんと対応するはずです。 

 

＜由比ガ浜自治会 和田氏＞ 

わかりました。こういう状況があちこちであるということをぜひ認識していただきたいと思います。 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

我が家の隣の大きな庭があるところにも、不動産屋から電話がかかってきました。外国人の方が土

地を買いたがっていますが売りませんかという攻勢をかけられております。おそらく鎌倉は今相当に

らまれているだろうという感覚がございます。事前の予防対策を考えた方が良いかなと感じておりま

す。 

 

＜由比ガ浜中央自治会 向井会長＞ 

条例は無理だというのはわかったのですが、規制はかからないのですけれど、鎌倉市で要綱をつく

っていただくのも一つなのかなと話を伺っていて思いました。 

 

＜長谷大谷戸町内会 河合会長＞ 

先ほどからの説明を聞いていて、保健所設置市になりさえすれば条例はつくれるわけですよね。保

健所は中核市及び政令で定める市または特別区と書いてありますけれども、例えば政令でもって定め

てもらえば良いのではないでしょうか。 
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＜松尾市長＞ 

政令というのは政令市という意味で、横浜市、川崎市及び相模原市のことを言っています。 

 

＜長谷大谷戸町内会 河合会長＞ 

わかりました。それが駄目なら、例えば水道が使えなくするとか、電気を止めるとか、下水を使え

なくするとか、そのようなことをできないのですかね。相手は強引につくってくるわけですから、こ

ちらも強引になってということしか考えられないのかなと思いました。 

 

＜佐助自治会 塚原氏＞ 

どうして知恵を出してできることからやってくれないのですか。それが残念で困るのです。市民の

人たちが困っているときはどうしたら良いのか。共生共創部長はどう思いますか。 

 

＜共生共創部 能條部長＞ 

何とかしたいと思っています。条例は今までご説明したとおりできなくて、だからといって何もし

ないというわけではなくて、今月末に関係機関と一緒に協議会を立ち上げますので、その中で市独自

のガイドラインをつくっていきたいと思っています。それには法的な拘束力は持たせられないのです

けれども、今の困っている現状とか、民泊を歓迎していないという市の考えとか姿勢を打ち出せるよ

うなものをまとめて、それこそ不動産業者とかに認知してもらえるようなものをつくっていきたいと

思っています。 

 

＜佐助自治会 塚原氏＞ 

そういうできることをどんどんやってもらいたいのですね、知恵を絞って。我々一市民ではできな

いから、そういうものを不動産業者に出していってもらいたいですよね。 

 

＜北稲村ガ崎自治会 鹿嶋副会長＞ 

昨年もこの会合で民泊の話を私が提案していて、その回答が保留のままの状態がずっと続いている

のですが、実は昨年に提案をした理由は、私の隣の家が民泊を始めるという話がきっかけです。私の

家の隣が引っ越しをされて売りに出た後に新しい方が来られて、家族５人で引っ越してきますと挨拶

に来たのですね。周りの人もにぎやかになるねといっていたのですけれど、その後、しばらく何も音

沙汰がなかったのですが、業者による工事が始まって、引っ越すのにリフォームをしているのだなと

思っていたのですけれど、結局は民泊をやるという話が１箇月ぐらいにあって、そこから住民が動き

出したという経緯があります。 

それがあったので、北稲村ガ崎自治会では住民協定を今年の２月に制定したのですが、その民泊を

中止してほしいという要望は結局本人には通らなかったのですが、色々調べた結果、その人は引っ越

しという名目でこちらの家を買ったのだけれど、住民票だけ移して住まいは東京にあるのです。お子

さんが来たときに聞いたら、引っ越しはしないと明言していて、その不動産の登記を調べたら、普通

に民間の銀行から住宅ローンとしてお金を借りて買って投資をしているのです。これは実は違法なの

ですね。いわゆる事業用ではなくて、住宅用の融資だから違法なのです。それを私が金融庁と銀行に

通知して押さえ込んだという経緯があるのですけれど、そこまでしないと押さえ込めなかったのです。

もしこれを公表したらその人は捕まってしまいますからね。今、民泊はうちの近所にもたくさんあっ

て、稲村ガ崎は非常に多いです。つい最近も海外の方が不動産を見に来たので、近所の方がどうする

のですかと聞いたら、民泊をやるということだったので、その方たちが声を上げて押さえ込んで、結
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局は買わなかったのですけれど、そのような感じで住民が押さえ込んでいる状況になっています。 

これが今までの経緯なのですけれど、神奈川県からは規制する区域の見直しは行わないという回答

をいただいていますよね。それに対して、鎌倉市は民泊検討会議を設置して検討を進めてまいります

となっていますが、その具体的な内容はまだ言われていないので、書面で回答していただきたいとい

うのがまず１点です。 

もう一つ、先ほど市長は神奈川県の管轄だから、市は何もできないと言っていましたが、実は七里

ガ浜の会合に市長が来られたときに言われた内容なのですが、民泊の問題を押さえ込むには、地区計

画をつくって、それで規制してもらった方が良いということを言われました。 

 

＜松尾市長＞ 

昨年のふれあい地域懇談会でもそれはご紹介しています。 

 

＜北稲村ガ崎自治会 鹿嶋副会長＞ 

最近決まった常盤の地区計画の文書の中で、建築物等の用途の制限というのがあって、住宅とされ

ているのですが、その中に住宅宿泊事業法第３条１項の届出による住宅を除くと書いてあるのです。 

地区計画は、鎌倉市の条例ではないけれど、法律ですよね。神奈川県の方で条例での規制はできな

いと言っているのに、鎌倉市の地区計画の中では規制をしている、これは条例に抵触しないのですか。 

実は、私たちの自治会の方では地区計画の策定にもう乗り出していて、これから動くのですけれど、

今からスタートしても結局出来上がるのは６、７年後ですよね。それまでは規制するものが何もない

ので、きっと問題はずっと起こり続けますよね。その辺も今度の神奈川県との会合では上げていただ

けるのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。おっしゃるような視点での検討ではないのですけれど、地区計画自体は住

民合意の下での発意でつくっていくものですから、そこで規制はできるということは確認をしていま

す。ですので、矛盾しないとは思いますが、はっきりと調べたわけではないので、いま一度きちんと

調べたいと思います。 

それから、今お話いただいたような、地域の皆さんが大変困っている状況については、県にきちん

と伝えながら、新たな規制をどうできるかというところをしっかりと要求し、要求するだけでは終わ

らないで、きちんとその後も継続して協議をしてまいりたいと考えています。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

民泊の件ですけれども、昨年度テーマとして出しました。皆さんと同じように困っていて、半年間、

地域共生課の方で対応してもらったのですけれども、何も動いてくれませんでした。それで、半年後

に市長に陳情書を出しました。陳情書を出した後、共生共創部の方で警察と環境と消防の人を連れて

三者会議をしてくれたのですよ。それで３箇月後にやっと管理者の方に納得していただいて、先月は

一斉清掃に出てくれて、今月はお祭りにも出てくれました。その民泊というのは外国人相手で、十数

人が毎日のように交代して泊まっているのですよね。そのような感じで本当に秩序も何もなかったの

ですよ。 

地域共生課の方は半年間、法的にどうだこうだと言って、一歩も外へ出てこなかったのですね。今

回の場合には陳情書を出して、現場にも出てきてもらって、半年間で80％ぐらいまで解決しました。

皆さんのところが陳情書を出してどうなるかわかりませんけれども、皆さん本当に困っていますよね。
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うちだって本当に困りました。 
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令和７年 ふれあ  域懇談  第２部 回答票 

 

番 号 07鎌倉西－３ 

テーマ 
「江ノ電鎌倉駅西口改札における沿線住民等優先入場の社会実験の実

施について」の成果と今後の予定について 

内容詳細 

標記の社会実験が今年も実施されますが、当自治会に「優先観が確

認できない」等の不満意見が多数来ています。 

今までの効果実績と社会実験の今後の予定をご提示ください。 

団体名 極楽寺自栄会 

担当部課 まちづくり計画部 都市計画課 

議題に対する回答等 

江ノ電鎌倉駅西口改札における沿線住民等優先入場の社会実験（以下「社会実

験」とい  ）は 江ノ電沿線住民等証 書をお ちの江ノ電沿線住民等を駅 内

に優先で 案内する のです  

 の  は 「旅客を公平に扱 とい 鉄 事業の本旨」からみると特例  措

 であり 自治体    ービスに鉄 事業者 協力する形で実施 ています  

令和 年度  令和７年度は 江ノ電鎌倉駅における入場制限 実施されず 

 れに伴 入場待ちの 列 生じ か   とから 優先入場の実施には至りま

 んで    令和５年度は 同駅の入場 制 実施され  とに伴い優先入場

を実施  列車１本分（14分程度）の待ち時間の短縮 図れ 結果と りま    

ま  令和５年度の江ノ電沿線住民等証 書  時に実施  アンケート  

では  91％の方  今後 社会実験を実施 てほ いとの回答をい だいてお

り 社会実験の実施については 一定のニーズ ある のと 識 ております  

令和８年度以降の社会実験の実施については 駅の混雑実績を見  ら江ノ島

電鉄株式会社  東日本旅客鉄 株式会社と協議・検討  決定 てまいります  

添付資料 
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（３）江ノ電鎌倉駅西口改札における沿線住民等優先入場の社会実験の実施について 

 

＜まちづくり計画部 服部部長＞ 

これにつきましては、ゴールデンウィーク期間中の江ノ電が混雑すると思われる時期に周辺の住民

等の方に証明書を発行いたしまして、優先的に駅の中に入場できるという制度でございます。直近３

年間で申し上げますと、令和６年度と令和７年度につきましては、入場規制そのものがかからなかっ

たので、特に実施はしてございません。証明書を発行する手続はしたのですけれども、実際には入場

規制は行われませんでした。令和５年度でございますが、１回だけ規制が行われまして、そのときに

優先入場を実施した結果、普通に並んでいるよりも14分程度早く入れたことが確認されたところでご

ざいます。また、住民の方に実施したアンケートですと、約91％の方から今後も社会実験を実施して

ほしいという回答をいただいており、一定のニーズがあると認識してございます。 

ただ、鉄道事業者が市の取組に協力するのは特例的な措置でございますので、毎年その状況を見な

がら、江ノ電と、それからJRとも協議しながら検討を進めることになります。今年度は実施しません

でしたけれども、来年度も同じような取組を進めていきたいと考えております。 

いただいた内容詳細のところで、優先感が確認できないというご意見があったと書いています。お

そらくこれは優先入場と優先乗車とが混同されているのかなと認識してございます。江ノ電の方から

は、鉄道事業者として、同じ客を扱う上で優先的に乗車させることはできないと言われております。

取組自体は続けていくのですけれども、実際の住民の方のお困り事をしっかりと今後聞きながら、で

きる策を江ノ電と協議しながら進めていきたいと思っています。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

証明書発行時に実施したアンケートで約91％とのことですが、この取組を実施した後のアンケート

は１通もないのですか。施策というのは、やった後にどのくらい効果があったのを確認すべきですよ

ね。それで、毎年のように改善していくのが実験ではないのですか。 

 

＜まちづくり計画部 服部部長＞ 

これ自体は平成29年から実施をしてございまして、アンケート調査、これは一例として令和５年度

の証明書発行というところで書かせていただきましたけれども、有効期限があるので、再発行ですと

か新たな手続をした方に対してやっているところでございます。基本的にはこの取組自体は賛同して

いただいていると思います。 

改善の方法ですが、優先入場以上のものになりますと､やはり優先乗車だと認識をしておりますが、

優先乗車となりますと、鉄道事業者からはできないというお答えをいただいていることは先ほども説

明したとおりでございます。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

極楽寺界隈の主婦の方に聞いてみますと、５月の連休はすごくストレスを感じるということなので

すよ。食料品の買い物に出かけられないというストレスらしいのですよね。優先入場の社会実験なん

ていったら聞こえがいいですよね。優先的に入場できて、あの観光客の中でスムーズに買い物にも行

けるというように皆さん考えていると思います。 

 

＜まちづくり計画部 服部部長＞ 

地元の方がおっしゃっているのは、おそらく入場を優先することが目的ではなくて、鎌倉にスムー
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ズに来られて、スムーズに買物ができて、スムーズに帰れるということだと思います。ですので、こ

の優先入場とは別に、例えば、地元の方のためにコミュニティバスをその期間だけ走らせるとか、別

の移動手段を確保するとか、そういった取組を別途検討しております。ただ単純に優先入場だけすれ

ば良いとは私どもも思っておりません。地域の方のニーズというのも色々とお話を聞いております。 

さらに言えば、ゴールデンウィーク期間中ではなくても、江ノ電の混雑がひど過ぎるというご意見

を我々の方にもいただいていまして、江ノ電とも勉強会を開催するなど、対応策は考えておりますの

で、目的のところをもう１回しっかりと把握しながら、やれることはやっていきたいと思っています。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

 今後の予定はどのようになっているのですか。いつ頃発表するとか、いつ頃実施するとか、色々 

と検討されているみたいですけれども。 

 

＜まちづくり計画部 服部部長＞ 

現時点で具体的にどういった施策が打てるかというところは確定していないので、今この場でその

ご予定を申し上げることはできないのですけれども。令和６年度ですと、実施した施策で言いますと、

鎌倉に観光に来られる方は、東京からJR横須賀線を使って鎌倉に入られて、それで江ノ電で江の島方

面に行くというのが通常ルートですが、いわゆる左回りという施策を国の方で実験しました。藤沢の

方に先に行ってもらって、藤沢から江ノ電で鎌倉に入ってきてもらうということで、その回り方を逆

にすることで利用者を減らしていこうという取組をしました。ほかにどういった手法があるかという

のは、引き続き我々と江ノ電とで協議を進めてまいります。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

そういうことをやっているようでしたら、情報を流してください。数年前から社会実験だといって

いますが、それがよかったのかよくなかったのかというのも全然わからないのですよ。 

 

＜まちづくり計画部 服部部長＞ 

社会実験をやってよかったのかよくなかったかというところですが、優先入場に関してですが、約

91％の方が今後も社会実験を実施してほしいということでした。 

先ほどの藤沢方面から入ってくるという施策も、これは国の施策でして、いわゆる鎌倉のオーバー

ツーリズム対策というところでテレビでも報道されたので、一定の利用者はいたのですけれども、抜

本的な改善にまでは至っていないということでございました。情報提供の仕方というのは引き続き

我々の方でも伝わるように進めていきたいと思います。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

極楽寺界隈の主婦の方からの評価は、何もやってくれていないのと一緒ではないかというものです

ので、広報の方でも毎年、情報を報告していただきたいと思います。 

 

＜まちづくり計画部 服部部長＞ 

情報を提供するとともに、ゴールデンウィークに鎌倉まで来られてどういう行動を起こすのか、何

時頃に来られて何時頃に帰られるとか、そういう細かいところは我々もまだ把握していませんので、

それによって当然打つ手は変わってくると思います。それに対して、バスを走らせれば良いのか、あ

るいはその期間だけレンタサイクルを使えば良いのかなど、色々と手法はあると思うのですけれども、
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個別のニーズを把握しないと効果的な施策は打てないと思いますので、そこはこれから進めていきた

いと思います。 

 

＜極楽寺自栄会 高橋会長＞ 

これからだったら行程表を引いてください。いつまでに調査をして、いつまでに対策を練って、い

つから実施するとか。 

 

＜まちづくり計画部 服部部長＞ 

現時点でははっきりそこは申し上げられませんが、しっかりとその辺は考えながらやっていきたい

と思います。 

 

＜由比ガ浜自治会 倉川会長＞ 

この問題に関しては、地域の年配の方からは江ノ電に乗るのが怖い、健康被害がある、骨折してし

まうというお話をいただいています。ですので、鎌倉を通って儲けている企業である以上は、鎌倉の

人たちに健康被害を及ぼすようなことは避けてほしいし、鎌倉の人たちに喜んでいただいて初めてそ

の企業が受け入れられるものですけれども、鎌倉に住んでいる人たちに嫌な思いを強いておいて儲け

る、こういう企業は鎌倉に必要ないのではないかなと思います。したがって企業のことには口出しで

きないというのではなくて、その壁を１回ブレイクスルーして企業の在り方そのものを問わなければ

ならない。市では無理かもしれませんが、県や国会やらに交渉していくステップを踏んでいただきた

いということがございます。 

それから、子どもたちの通学が怖い、危ないという意見を聞いています。うちの子どもも江ノ電を

使って通学しておりましたが、ようやく卒業できてよかったと、あの電車では通学を続けられなかっ

たという状況を繰り返しておりました。これを放置しておくのはやはり好ましくないと思います。 

そして、今回の問題は江ノ電に限らず、バス等々を含めたトータルプランがないと解決できない話

ではないかなと思います。企業の在り方もそうですし、それ以外の代替の交通をどう用意できるか、

それから観光の流れを含めた、トータルバランスを踏まえた改善を進めていくことを目に見える形で

行っていただきたいと思います。 


